
 

 

 

 

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト総合協議会設置要領（案） 

 

 

平成２８年１１月２９日 

文 部 科 学 省 研 究 開 発 局 地 震 ・ 防 災 研 究 課 

文部科学省科学技術試験研究委託事業 

「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト 

の総合推進及び調査分析」受託事業者 

株 式 会 社 潮 見 サ ー ビ ス 

 

 

「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト（以下「総合プロジェクト」という。）」に

おいて、「次世代火山研究推進事業」及び「火山研究人材育成コンソーシアム構築事業」（以

下「両事業」という。）の方針の調整、両事業の一体的な運営方針の調整等のため、「次世代

火山研究・人材育成総合プロジェクト総合協議会（以下「総合協議会」という。）」を設置す

る。 

 

（所掌） 

 第１条  総合協議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

一  両事業の方針の調整 

二  両事業の一体的な運営方針の調整 

三  総合プロジェクトの実施者が変更しようとする計画の承認 

四  総合プロジェクトを総合的に推進する上で必要となる課題を抽出し、課題の解決・

改善を図る方法・仕組みについてまとめた、年次調査報告書に関する事項 

五  総合プロジェクトの成果等の普及及び情報の発信に係ることのうち、重要な事項 

六  その他総合協議会が必要と認める事項 

 

（組織）  

第２条  総合協議会は、総合プロジェクトのプロジェクト・リーダー（以下「ＰＬ」という。）、 

同総括担当プロジェクト・アドバイザー、同リスクコミュニケーション担当プロジェ 

クト・アドバイザーのほか、外部有識者委員並びに次世代火山研究推進事業の火山研 

究運営委員会の主査及び課題Ａの事業責任者、火山研究人材育成コンソーシアム構築 

事業の人材育成運営委員会の主査及びコンソーシアム代表機関の実施責任者等１５人 

以内の委員で組織する。  

２   総合協議会に、特別の事項を調査審議又は専門の事項を調査させるため必要がある

ときは、臨時委員を置くことができる。 

３   総合協議会に、次世代火山研究推進事業の課題Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅの事業責任者及び関係行
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政機関等の職員をオブザーバーとして同席させることができる。 

 

（外部有識者委員等の委嘱）  

第３条  外部有識者委員は、火山に係る学識経験又は火山活動が及ぼす社会影響等について 

優れた識見を有する者のうちからＰＬが指名した者を、総合協議会の運営の補助を文 

部科学省から委託を受けた事業者（株式会社潮見サービス）（以下「受託事業者」と 

いう。）が委嘱する。  

２   臨時委員は、当該特別の事項及び専門の事項に関し、火山に係る学識経験又は火山

活動が及ぼす社会影響等について優れた識見を有する者のうちから、ＰＬが指名した

者を委嘱する。  

 

（外部有識者委員等の委嘱期間等）  

第４条  外部有識者委員の委嘱期間は、委嘱した日から当該年度末までとする。  

２   外部有識者委員は、再委嘱することができる。  

３   臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議又は専門の事項

に関する調査が終了したときは、委嘱期間は終了するものとする。  

４   外部有識者委員、臨時委員は、非常勤とする。  

 

（座長）  

第５条  総合協議会に、座長を置き、座長は、文部科学省研究開発局「次世代火山研究・人 

材育成総合プロジェクト」公募要領に基づき、ＰＬが務める。 

２   座長は、会務を総理し、総合協議会を代表する。  

３   座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  

  ４  総合協議会は座長が招集する。 

 

（議事）  

第６条  総合協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会 

議を開き、議決することができない。  

２   総合協議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過

半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。  

 

（緊急時の特例） 

第７条 座長は、緊急に会議の議を経ることが必要と認めるときは、前条の規定にかかわら 

ず、書面の伝送処理等、適切な方法により、その意見を聴取し、また賛否を問い、そ 

の結果をもって、総合協議会の議決とすることができる。 

 ２  前項の規定により議決された事項については、座長は、次に開かれる総合協議会に 

   おいて、当該議決の内容を報告しなければならない。 

 

（庶務）  

第８条  総合協議会の庶務については、速記録作成、会場設営・受付、資料印刷・配布、出 



 

席者の出欠確認及びその他会議の諸費用に係る精算の庶務は受託事業者が処理し、そ 

の他の庶務は文部科学省研究開発局地震・防災研究課が処理する。  

 

（雑則）  

第９条  この要領に定めるもののほか、議事の手続その他総合協議会の運営に関し必要な事 

項は、座長が総合協議会に諮って定める。 

 

附 則 本要領は平成２８年１１月２９日から施行する。 

 


